
平成２６年

第３回市議会定例会 議案第１３号

函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に

関する基準を定める条例および市立函館保健所使用料及び

手数料条例の一部を改正する条例の制定について

函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に関する基準

を定める条例および市立函館保健所使用料及び手数料条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

平成２６年９月３日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に

関する基準を定める条例および市立函館保健所使用料及び

手数料条例の一部を改正する条例

（函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に関する基

準を定める条例の一部改正）

第１条 函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に関す

る基準を定める条例（平成２５年函館市条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。

第１９条第６号中「薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第

１６項」を「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１７項」に改め

る。

（市立函館保健所使用料及び手数料条例の一部改正）

第２条 市立函館保健所使用料及び手数料条例（昭和２３年函館市条例

第７５号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「薬事法（昭和３５年法律第１４５号）」を「医薬品，

医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35

年法律第１４５号。以下この表において「医薬品医療機器等法」とい



う。）」に，「薬事法第４条第４項」を「医薬品医療機器等法第４条

第４項」に，「薬事法施行令（昭和３６年政令第１１号）」を「医薬

品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

令（昭和３６年政令第１１号。以下この表において「医薬品医療機器

等法施行令」という。）」に，「薬事法第１２条第１項」を「医薬品

医療機器等法第１２条第１項」に，「薬事法施行令第８０条第１項第

１号の規定に基づく薬事法第１２条第２項」を「医薬品医療機器等法

施行令第８０条第１項第１号の規定に基づく医薬品医療機器等法第12

条第２項」に，「薬事法施行令第８０条第１項第２号の規定に基づく

薬事法第１３条第１項」を「医薬品医療機器等法施行令第８０条第１

項第２号の規定に基づく医薬品医療機器等法第１３条第１項」に，「

薬事法施行令第８０条第１項第２号の規定に基づく薬事法第１３条第

３項」を「医薬品医療機器等法施行令第８０条第１項第２号の規定に

基づく医薬品医療機器等法第１３条第３項」に，「薬事法施行令第80

条第１項第１号の規定に基づく薬事法第１４条第１項」を「医薬品医

療機器等法施行令第８０条第１項第１号の規定に基づく医薬品医療機

器等法第１４条第１項」に，「薬事法施行令第８０条第１項第１号の

規定に基づく薬事法第１４条第９項」を「医薬品医療機器等法施行令

第８０条第１項第１号の規定に基づく医薬品医療機器等法第１４条第

９項」に，「薬事法第２４条第１項」を「医薬品医療機器等法第２４

条第１項」に，「薬事法第２４条第２項」を「医薬品医療機器等法第

２４条第２項」に，「薬事法第３３条第１項」を「医薬品医療機器等

法第３３条第１項」に，「薬事法第３９条第１項」を「医薬品医療機

器等法第３９条第１項」に，「賃貸業の」を「貸与業の」に，「高度

管理医療機器等の販売業または賃貸業許可申請手数料」を「高度管理

医療機器等の販売業または貸与業許可申請手数料」に，「薬事法第39

条第４項」を「医薬品医療機器等法第３９条第４項」に，「高度管理

医療機器等の販売業または賃貸業許可更新申請手数料」を「高度管理

医療機器等の販売業または貸与業許可更新申請手数料」に，「薬事法

施行令第４５条第１項」を「医薬品医療機器等法施行令第１条の５第



１項または第４５条第１項」に，「許可証，」を「許可証または」に，

「）の許可証または」を「）の許可証もしくは」に，「薬事法施行令

第４６条第１項」を「医薬品医療機器等法施行令第１条の６第１項ま

たは第４６条第１項」に，「薬事法施行令第５条第４項」を「医薬品

医療機器等法施行令第５条第４項」に，「薬事法施行令第６条第５項」

を「医薬品医療機器等法施行令第６条第５項」に改める。

附 則

この条例は，平成２６年１１月２５日から施行する。

（提案理由）

薬事法等の一部改正に伴い規定を整備するため


